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令和３年度第１回 高尾台町会役員会の開催について（書面議決） 

 

 

 

平素は当町会の事業運営にご協力・ご理解を賜り誠にありがとうございます。 

標記について、このたび、令和３年度第１回 高尾台町会役員会を開催する

予定でありましたが、今般の“新型コロナウィルス感染拡大防止”の観点から

開催が困難となっております。 

つきましては、別紙案件について「書面議決」を行いたく、下記【書面表決

書】に、議案ごとに「賛成／反対」及び「意見等」を記載して 

提出期限：６月１８日（金）までに（必着） 

会館に直接、投函していただくようお願いいたします。 

なお、本議案は「町会則 第十五条（総会・役員会の成立要件及び議決）」に

準じて議決され、【書面表決書】の提出なき又は記載なきは 

「議長（町会長）一任」とみなしますのでご了承ください。 

また、上記の事由によりこのような形式をとりましたことにご理解をお願いい

たします。 

本結果につきましては、議事録と合わせてホームページに掲載します。 

 

 

 



【書面表決書】 
 

 

丁目    番地      氏名（自署） 

 

 

議案１（１）     賛成 ・ 反対 

 

議案１（２）     賛成 ・ 反対 

  

議案１（３）     賛成 ・ 反対 

  

議案１（４）     賛成 ・ 反対 

  

議案２        賛成 ・ 反対 

 

議案３        賛成 ・ 反対 

 

報告事項       了承（了承されない方は線で抹消して下さい） 

 

（議案ごとに賛成又は反対のいずれかに〇印を記入ください） 

 

 

＜意見等＞ 
 

 

 

 

 

 

（記入欄が不足の場合は別紙（様式は適宜）でも可） 

 



（別 紙） 

 

 

令和３年度第１回 高尾台町会役員会 審議案件 

                             

 

 

１．審議案件 

議案１．防災用資機材等の配備について 

（１）情報連絡用無線機の配備             …（参考１）参照 

ア．目的 

災害時等において、町会内の情報連絡の迅速化、充実化を図ること 

を目的として、携帯型の無線機（トランシーバー）を配備する。 

イ．品名 

・デジタル簡易無線・登録局 

ウ．購入数量（配備先） 

・５台（町会長、各丁目副会長（３名）、予備） 

エ．費用（税込み概算額） 

  ・価格（電池パック等のアクセサリー含む） 

 ２００千円（４０千円×５台） 

・諸経費 

登録申請関連費用 １３千円（手続き代行手数料含む） 

電波利用料    ４００円／台・年 

   オ．利用計画 

     ・災害時（除雪作業時を含む）等における町会内の情報連絡 

     ・行事（バーベキュー大会、新年会、防災訓練 他）等における 

スタッフ間の業務連絡 

カ．その他 

配備予定機種（試供品）による高尾台中学校（指定避難所）を拠点 

とした通話試験の結果、町内数定点にて通話良好を確認した。 

…（参考２）参照 

（２）ポータブル電源装置の配備            …（参考３）参照 

ア．目的 

災害時等において、簡易照明又は携帯電話の充電器用等としてポー 

タブル電源装置を配備する。 



イ．品名 

・キャリライクポータブル電源 

ウ．購入数量（配備先） 

・３台（各丁目副会長（３名）） 

エ．費用 

・価格（税込み概算額）   ：１８０千円（６０千円×３台） 

・市からの補助金（見込み額）：９０千円（３０千円×３台） 
・町会の負担金  （見込み額）：９０千円 

オ．利用計画 

     ・災害時の避難（場）所又は野外行事等において、短時間の家電製

品（簡易照明、携帯電話充電器含む）等への電源供給として利用 

（３）救急用品の配備                 …（参考４）参照 

   ア．目的 
     現在、救急用品は１式（２０人用）が配備されているが、もう１式

追加配備することにより救急作業の充実化を図る。 
イ．品名 

   ・災害多人数用救急箱（２０人用） 
   ウ．購入数量 

     ・１式 
エ．費用 

・価格（税込み概算額）     ：４０千円 
・市からの補助金（見込み額）：２０千円 

・町会の負担金  （見込み額）：２０千円 
（４）安否確認表示札の配布（試行実施）        …（参考４）参照 

ア．目的 
     災害時等における各家庭の安否状況を各自が自主的に玄関前などに

表示することにより、「安否確認」の迅速化を図る。 
     なお、今年度中に全班長及び全防災委員等に試行的に配布し、訓練

等により実効性及び使い勝手等を検証してから全家庭への展開を検
討する。 

イ．品名 
   ・安否蛍光タペストリー 

    表記内容の詳細は別途検討 
ウ．購入数量（試行実施分） 

・５０枚（班長、防災委員宅 他） 
エ．費用 

・価格（税込み概算額）   ： ４０千円（８００円×５０枚） 
・市からの補助金（見込み額）： ２．５千円（５０円×５０枚） 

・町会の負担金  （見込み額）：３７．５千円 
 

上記（２）～（４）について、「金沢市における自主防災組織活動指針」 
に基づき、補助金申請を行う予定です。      …（参考５）参照 

    



議案２．「折りたたみ式ゴミステーション」の配備について…（参考６）参照 

ア．目的 
     カラス等による生ごみの散乱防止を図るため、既設ごみステーショ

ンに「折りたたみ式ゴミステーション」を配備する。 
     なお、配備にあたっては試行的に資源ごみステーション（１１箇所）

にて先行することとし、効果及び班長等の意向を踏まえて他のステ
ーションへの展開を検討する。      

イ．先行配備（試行実施）ステーション 
     ・ステップ１：モデルステーション    …町会会館 

  ・ステップ２：他の資源ごみステーション …１０箇所 
ウ．品名 

・パコダイナ（Ｄ１８０Ｍ）（クサカ商事…金沢市推奨） 
エ．費用（１１箇所先行分） 

     ・価格（税込み概算額） 
：１，５４０千円（７０千円×２セット×１１箇所） 

（１ステーション当たり２セット配備を目安とするが、別途、ステ 
ーションごとに数量を調整する） 

     ・市からの補助金（見込み額）        …（参考７）参照 
：１，１００千円（１００千円×１１箇所） 

     ・町会の負担金（見込み額）：４４０千円 
   オ．その他（配備手順） 

     ・ステップ１ 
町会会館を「モデルステーション」として試行配備し、デモンス 

トレーションにより使い勝手等について検証を行う。 
・ステップ２ 

班長からの配備意向調査等を行う。 
・ステップ３                …（参考８）参照 

      資源ごみステーションへの配備を優先するが、合わせて上記意向
調査結果も踏まえて一般ごみステーションへの展開も検討する。 

 

議案３．会館防火管理者の後継者育成について      …（参考９）参照 

ア．目的 

   消防法上、当会館には「防火管理者（乙種）」を配置する必要があり、

現在、防火管理者は川原氏（2 丁目８班 甲種資格）が選任されてい

るが、今後の後継者を育成するため、資格取得希望（講習会への参加）

者を勧誘する。 

イ．受講対象者 

・会館の防火管理業務に従事可能な方を必須とする 

     ・管理的又は監督的地位を付与するため、概ね４０歳以上（７０ 

歳未満）とする 

・性別は不問とする 

    



ウ．募集人数 

     ・２名程度 

   エ．費用（概算額） 

     ・講習費等 ７千円（一人当たり） 

     ・交通費等 実費相当を支給 

   オ．資格取得要領 

     ・１日（平日）の講習を受講（成果測定あり） 

・受講場所は石川県内 

     ・講習会は年間数回あるが、その内から希望日（受講可能日）を選

定できる 

    

２．報告事項（違反ごみ対策について） 

ア．経緯 

     以前から町会ごみステーションへの違反ごみの排出が絶えず、その

都度、回覧板等により注意喚起等を行ってきたが、いまだ改善に至

っていない現状である。 

     このため、改善に向けて先日（５月１６日）、美化委員を交えて「対

策会議」を行い、以下のとおり取り組むこととしたので報告します。 

イ．取り組み内容                …（参考１０）参照 

① 警告等「立て看板」の設置 

違反ごみ排出箇所に「立て看板」を設置し、撤収を促すと共に注

意喚起を行う。 

② 「町内会回覧板」による注意喚起 

違反等頻発時に「回覧板」により注意喚起を行う。 

③ 当番さんによる注意喚起「チラシ」の配布 

資源回収時に当番さんにより、ごみを出しに来た方に直接、「チ

ラシ」を手渡してアピールする。 

④ 違反者の特定と市職員による個別指導 

悪質なごみに対して、市職員立会いの下で“ごみの中身”等から

当事者を特定し、個別指導をしていただく。 

⑤ 「監視カメラ」の設置 

「監視カメラ」（市からの借用）の設置により“監視”している

ことをアピールして自制させる。 

⑥ 「有料戸別収集」による処理 

放置されている“有料ごみ”については「金沢市ごみ処理券」に

より処理する。 

 

以上について、違反状況を勘案しながら的確な施策をステップを

踏んで実行していくこととしますので、ご理解、ご協力をお願い

します。 

                                 以上 


